
　

世
界
経
済
の
低
迷
が
表
面
化
し
た
。
一

つ
は
Ｅ
Ｕ
の
経
済
失
速
の
中
心
が
ド
イ
ツ

で
あ
る
こ
と
の
重
大
さ
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
す
ら

「
ユ
ー
ロ
圏
で
は
デ
フ
レ
に
変
わ
る
リ
ス
ク

が
あ
る
」
と
警
告
を
発
し
た
。
こ
の
背
景

に
は
中
国
の
経
済
不
振
が
あ
る
。

 　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
経
済
が
混
迷
し
て
い

た
日
本
経
済
も
、
４
～
６
月
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成

長
率
が
年
率
換
算
で
実
質
マ
イ
ナ
ス
７
・

１
％
と
い
う
落
ち
込
み
ぶ
り
。
そ
れ
を
う

け
Ｉ
Ｍ
Ｆ
も
今
年
の
日
本
の
成
長
予
想
を

大
幅
に
下
方
修
正
、
０
・
９
％
と
し
た
。
日

本
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
す
ら
、
十
四
年
度
の

成
長
率
を
０
・
３
％
台
に
見
積
も
っ
て
い

る
。
事
実
上
の
ゼ
ロ
成
長
だ
。

■
三
本
の
矢
の
ゆ
く
え

　

世
界
経
済
の
影
響
を
割
り
引
い
て
も
、

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
果
は
何
も
な
か
っ
た

と
、
今
や
断
言
で
き
る
。

 　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
三
本
の
矢
は
、「
デ

フ
レ
退
治
」
と
し
て
、
大
胆
な
金
融
緩
和
、

機
動
的
な
財
政
出
動
＝
公
共
投
資
、
民
間

投
資
を
喚
起
す
る
成
長
戦
略
と
さ
れ
た
。

 　

し
か
し
、
当
初
か
ら
財
政
拡
大
の
効
果

は
疑
わ
れ
、
せ
い
ぜ
い
短
期
的
カ
ン
フ
ル

剤
。「
異
次
元
の
金
融
緩
和
」
も
含
め
て
、

大
企
業
の
収
益
を
増
大
さ
せ
た
が
、
国
内

で
の
投
資
の
動
き
も
鈍
い
。

　

一
方
、
実
質
賃
金
は
十
四
ヶ
月
連
続
で

低
下
。
こ
の
一
年
間
で
２
・
６
％
の
減
少
だ
。

個
人
消
費
は
ま
す
ま
す
萎
縮
し
て
い
る
。

こ
れ
が
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
現
実
だ
。

子
育
て
新
制
度
で
保
育
は
充
実
さ
れ
る
か

　９月の定例市議会で保育関連の４つの条例が

制定されました。２年前に国の法律が変わった

ことを受けた新条例で、保育の質と量を充実さ

せるためと言われます。本当でしょうか。

　結論から言えばノーです。新制度の目的は、

増える保育需要に対して公費をなるべく出さな

いですむ仕組みをつくる、市が保育の実施義務

を負っている現在の仕組みを保護者と施設の直

接契約関係に変えていく、ことにあります。

　

  新制度によって待機児の解消が進むと言われ

ています。確かに、新制度の下でも、市による

子育て支援事業計画の策定は義務づけられまし

た。しかし、待機児解消の保育計画の作成など

を義務づけた児童福祉法の条項は削除され、待

機児解消の課題は曖昧になりました。

  新制度では、幼稚園と保育園が連携した４種

類の認定こども園の設立が可能ですが、いずれ

も、保育所の定員は設けなくて良く、待機児の

ほとんどを占める３歳児未満の定員は設定しな

くて良し。これでは待機児の解消は不可能です。

  

  保育の財源はどうか。指定された施設を利用

するための保護者への個人給付と、地域子ども

子育て支援１３事業（延長保育、乳児家庭全戸

訪問、病児病後児保育など）への国の「予算の

範囲内での交付

金」が位置づけ

られただけ。

　 そ れ 以 外 で

は、保育所施設

へのすべての補

助金、学童保育

や延長保育など

子育て支援事業にかかるすべての補助金、現在

実施されている保育所新設・増改築などへの施

設整備の補助金も廃止。施設整備については国

は責任を持たない事になりました。

　これまでも国は、保育関係の補助金を次々と

廃止し、自治体の一般財源でまかなう仕組みに

変えてきました。その結果、保育を充実させる

と自治体財政の負担が重くなり、待機児解消な

どを遅らせてきました。

　しかも、子ども ･ 子育て新制度では、子育て

支援のための財源が、消費税と結びつけられて

います。充実した制度を求めるなら、消費税の

増税を受け入れろ、それがイヤならがまんしろ。

そういう仕掛けが、組み込まれています。

  

　新条例が施行されれば、流山市の保育の姿は

次のようになりかねません。保育サービスが、

公の責任から市場での取引に移行させられる。

あたかも、スーパーマーケットやコンビニでモ

ノを売り買いする時のように。そして経済的に

余裕のある人々は高額の保育を買うことができ

るが、そうでない人々は十分な保育は断念。や

がては、子ども達自身もモノのように扱われる

ようになる。これが最大の問題点です。

■市の公的な責任が曖昧に
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■保育充実を求めるなら消費
税の増税という脅し

■これでは待機児解消は無理

■保育サービスがモノの売り
買いと同じ扱いに

■
ア
ベ
ノ
バ
ブ
ル
収
縮
か

 　

次
々
と
出
て
く
る
不
振
の
経
済
指
標
。

安
倍
首
相
に
と
っ
て
も
は
や
株
高
だ
け
が
頼

み
の
綱
。
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
少
額
投
資
非
課
税
制

度
）
を
は
じ
め
、
政
権
発
足
当
初
よ
り
お
金

を
株
式
市
場
に
集
め
る
こ
と
に
腐
心
し
て
き

た
。
そ
の
株
価
の
動
き
が
、
こ
こ
へ
来
て
大

変
怪
し
い
。

 　

１
０
月
来
、
日
経
平
均
は
大
幅
な
下
落
。

金
余
り
の
状
態
と
は
言
え
、
ハ
イ
リ
ス
ク･

ハ
イ
リ
タ
ー
ン
の
株
式
相
場
だ
。
実
体
経
済

の
不
振
は
、
い
つ
か
バ
ブ
ル
相
場
を
崩
壊
さ

せ
る
。
そ
の
「
時
」
は
近
づ
い
て
い
る
。
不

安
心
理
の
中
で
米
国
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
大

量
の
売
り
が
あ
っ
た
。

■
動
揺
す
る
安
倍
内
閣

　

秘
密
保
護
法
、
集
団
的
自
衛
権
、
武
器
輸

出
解
禁
な
ど
の
安
倍
政
治
も
「
景
気
好
転
」

と
い
う
欺
瞞
の
上
に
成
り
立
っ
て
き
た
。
こ

の
足
下
が
動
揺
を
始
め
た
。

 　

「
女
性
活
躍
」
と
か
「
地
方
創
生
」
と
か
を

セ
ー
ル
ス
の
看
板
に
し
て
も
中
身
が
な
く
、「
統

一
地
方
選
対
策
」

に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
「
カ
ジ
ノ

誘
致
」
で
日
本

経
済
が
再
生
す

る
わ
け
も
な
い
。

行
き
詰
ま
る
安

倍
政
治
に
地
方

か
ら
ノ
ー
を
。

　先の国会が閉会した後、安

倍首相は立て続けに諸外国を

訪問し、集団的自衛権行使を

含意する「積極的平和主義」

のアピールを行っています。

また閣議決定後の自衛隊の訓

練や演習において、集団的自

衛権行使を念頭に置いた展開が為されています。日米間で

協議が進んでいる「新ガイドライン」（防衛協力指針）が

集団的自衛権対応型にリニューアルされようとしています。

国の来年度予算の編成を睨みながら、防衛予算に海外作戦

用の武器や装備の調達要求の動きなども伝えられています。

　こうした一連の既成事実づくりとも見える動きは、国民の

理解を得るという点で、大いに問題を胎んでいます。いま、

政府に何よりも強く求められているのは、安保防衛政策につ

いての国民的合意を得るための議論を、仕切り直すための勇

気です。集団的自衛権行使容認の閣議決定は、慎重にして十

分な協議を経てなされたものではなかったことを確認し、問

題をもう一度、国民的議論の土俵の上に戻すことです。

　以上のような実状を踏まえ、政府においては、こうした

既成事実づくりととられる動きをやめるとともに、来春の

国会に向けて進められている拙速な関連法整備に向けての

取り組みを中止されるよう求めます。

集団的自衛権行使を可能にする関連法

整備などを行わないよう求める意見書

　７月１日の集団的自衛権行使容認の閣議決定の後、政府与

党は、その行使を可能にするための関連法の整備を、秋の国

会において行うとしていました。しかし、いま、関連法整備

は、来春の国会に持ち越す姿勢だと伝えられています。

　その背景には、集団的自衛権の行使について、国民的合

意が得られたとは言えない事情があり、政府自身もそのこ

とを認めざるを得ない状況があります。

　閣議決定そのものが、慎重な協議を十分に尽くした上で

行われたとは思えないこと。外交や防衛の専門家からも、

外交 ･ 防衛政策上も問題を胎んでいるとの声があがってい

ること。多くの法律家が、憲法の掲げる平和主義に対して

だけではなく、立憲主義の原則に照らしても問題が多いと

指摘していること。何よりも、多くの国民が、果たして本

当に国益にかなっているのか、国民の安全を守ることに資

するのかどうかについて不安や疑問を抱えたままで、それ

が払拭されるに至っていないこと。こうしたことが、秋の

国会での関連法整備に二の足を踏ませている、主な事情で

あると考えられます。

　しかし、関連法整備は先送りにされつつも、他方で安倍

政権は、集団的自衛権の行使を可能にさせるための様々な

既成事実づくりを押し進めているようにも見えます。

集団的自衛権問題で意見書を発議

行
き
詰
ま
る
安
倍
政
治
に
地
域
か
ら
Ｎ
Ｏ
！

を

市政のハイ

ライト　その１

市政のハイ

ライト　その４ 　阿部治正は 9 月定例市議会において、他の会派の議員の協力も得つつ、以下の意見書を発議

しました。6 月議会では同問題についての市民の陳情と議会の決議が採択されましたが、今回

は不採択。議会の中でも、平和と不戦を求める声を大きくするために引き続き頑張ります。



　第 3 に、おおたかの森駅の近くで建設が進んでい

る小中併設校の問題。市が当初に主張していた見通

しの狂いが、歳入の面でも歳出の面でも、明白にな

りました。

　普通の経済学の教養があれば、安倍政権の異次元

金融緩和や公共事業の大盤振る舞いが建築資材の行

動などミニバブルを生み、計画に困難をもたらすこ

とは容易に予想できたはず。しかし市長も副市長も、

国の補助金や交付金をあてに出来る、国の補正予算

が有利に働くなどと幼稚な発言を繰り返し、進むも

地獄、退くも地獄の、今の事態を招きました。

　そもそも、新設校を外部から共働き子育て世代を呼

び込むための手段にしようという発想自体が、極めて

非教育的です。教育施策を人寄せパンダのように扱う

ような行政は、一時的には人々の歓心を買うのかも知

広島の豪雨災害、御嶽山の火山噴火などに見られる

ように、自然災害の脅威が増大しており、災害時の

要援護者への対応という課題が浮上しています。

　こうした中で、流山市が「地域支えあい活動推進

条例」を制定しようとしていることは、必然の流れ

であり、時宜にかなったことであり、積極的な意義

を有しています。

　しかし、この地域支え合いのシステムが本来の意

義を発揮するためには、十分に留意されなければな

らない問題があると思います。

　要望の１点目は個人情報の使いです。地域支えあ

い活動は、個人情報に対する慎重な風潮がひとつの

制約にり、この問題に対して一定の整理がなされた

自治体（東京都の中野区など）で仕組みづくりが先

行しました。しかしこのことは、個人情報の扱いを

ゆるがせにしてよいということではありません。条

例施行後も、個人情報の扱いを適正に行っていく必

要があります。

  ２点目は、住民やコミュニティの理解を頂き、自

主性を発揮して頂く工夫を重視するという視点です。

自治体が見守りに直接に乗り出すわけではありませ

んが、自治体にしかできない役割はなくなりません。

コミュニティへのサポート、便宜の供与、

調整役、そしていざという時の強力なリー

ダーシップなどの重要性は、今後も変わり

ありません。

  以上の２点を十分に踏まえつつ、この事

業が推進されるよう期待します。

　9 月定例市議会では決算審査特別委員会が 7 日間

にわたり開かれました。前年度（2013 年度）の予

算がどのように使われ、どのような施策が実行され

たかをチェックし、今後の予算と施策の策定に活か

していくための大事な委員会です。阿部治正も全日

程に出席して質疑をし、議会最終日に本会議で討論

を行いました。討論の要旨を以下にご紹介します。

　2013 年度決算への反対討論を行います。

  反対の理由を 2013 年 3 月定例会においてこの予

算に反対討論を行った時に提示した論点に絞って、

端的に述べます。

  第 1 に、放射能汚染対策が、予算案の段階で私が

指摘したとおり、問題への当局の甘い認識によって、

不十分なままに終わりました。

  ひとつは、小中学校や幼稚園・保育園の除染は終了

したと言い、民地の除染も転入者を切り捨てた予算

でしたが、今年 8 月に明らかになったように、学校

のグラウンドの放射線量は下がっていませんでした。

  8000 ベクレル越えの廃棄物の手賀沼の仮保管施

設への持ち出しも、私は当初から、道義性の面からも、

現実的な制約からも、必ず破綻すると指摘していま

したが、市は聞き入れませんでした。どちらが正し

かったかは、新たに運送費を払って持ち帰らざるを

得なくなっている今の事態が証明しています。

  また、森のまちエコセンターに置かれた剪定枝等の

処理の仕方も問題。原発事故前は 100 ベクレル／㎏

を越える放射性物質は厳重管理下に置かれねばなり

ませんでしたが、それをはるかに超える 1000 ベク

レルもの放射

性物質を、搬

出先の他の自

治体で新たに

発生させてい

ます。やはり

1000 ベ ク レ

ルに達する側

溝の汚泥の他
③

●放射能汚染対策が後退、
子どもの甲状腺検査は拒否

②

真
の
ム
ダ
に
メ
ス
を
入
れ
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
守
れ

地
域
支
え
合
い
条
例
が
制
定
さ
れ
る
　
個
人
情
報
の
扱
い
は
重
要

放射能、民間委託、小中併設校…
県・他市の民間事業者への委託も含めて、汚染物質

を広範囲な地域にばらまき、その行方も分からない

という、環境上の重大な結果を招いています。

  そして、東電から焼却灰の固化のために必要な薬剤

の経費の賠償を拒否されてそのまま引き下がるなど、

市民に余分な負担を強いています。

  さらに、子どもの甲状腺エコー検査などの健康対策

についても、他市では実行に移されているにもかか

わらず、流山市は拒否。市民が、事の性格上市の対

応を待てないとして自主検診に取り組んで成果を上

げている中、流山市の子どもの健康に対する鈍感で

冷淡な姿勢がますます浮き彫りになっています。

第 2 に、 流

山市の事業の

外部委託のあ

り 方。 市 は、

安上がり委託

のみを追い求

めた結果、起

きるべくして

起きたクリーンセンターの事故と市の損失を、事故当

時は入札の失敗として認めたにも関わらず、今になっ

て否定し始めました。市が失敗を認めた時、何年か

経てば態度を翻すのがお役所の常だとも指摘しまし

たが、何年も経たない間にそうなりました。

　私は、経営危機に陥った事業者から賠償金を取るこ

とは不可能、そのような期待を語るのはあまりに世

間知らずだと指摘しましたが、この見通しが正しかっ

たことも明らかになりました。その時、同時に私は、

事業者から回収できないのであれば、市長と副市長の

報酬から市の損害分を補填するべきとも述べました。

市長と副市長の失敗によって受けた市の損失を市民

に押しつけるべきではなく、潔くツートップの報酬

から補填するべきです。

　委託のあり方は、25 年度の予算執行中も、ファシ

リティマネジメントと称して思慮を欠いた、流行を

追う施策が行われていますが、クリーンセンターの

失敗の轍を踏む前に改めるべきです。

昨年度の予算の使われ方をチェック

●市の損失生んだ安上がり
委託の失敗に開き直り

●人口誘致の手段とされ、格
差拡大も招く小中併設校計画

　9 月議会では地域支え合い活動推進条例も制定さ

れました。阿部議員も教育福祉委員会の一員として

研究をし、市と協議を重ねてきたテーマです。以下、

条例案への阿部の賛成討論の要旨を掲載します。

　「流山市地域支えあい活動推進条例の制定につい

て」に対し、２点要望し、賛成します。

　 地 域 の 高

齢化が進み、

見 守 り の 必

要 な 高 齢 者

が 増 え て い

ま す。 合 わ

せ て、 東 北

の 大 震 災、

れませんが、完全に間違っており、将来に禍根を残す

ことは確実です。

　小中併設校建設に現れた政策の歪みは、今後も様々

な形で問題を発生させずにはおきません。問題のツ

ケは、市債発行残高の増大などとして、将来の財政

にも影を落とし始めています。

　以上、予算案の段階で指摘をした 3 点のみに絞って

指摘しましたが、25 年度の予算執行過程が明らかに

した問題はそれにとどまりません。開発と自然環境の

バランス、生活環境の整備、市民福祉の充実、産業振

興のための施策、

行政の充実などの

分野においても、

多くのゆゆしき問

題が浮かび上がっ

てきていることを

指摘して、反対討

論を終えます。

市政のハイ

ライト　その２

市政のハイ

ライト　その３

防災士資格の取得を市が支援
阿部議員の質問が実る

　6 月に続き 9 月議会でも、住民の防災活動への支

援として、住民が防災士の資格を取得することを市

が支援すべきと訴えました。阿部治正の、資格取得

費 6 万円の半額を助成すべきという要望に対して市

は、「自主防災組織のニーズにきめ細やかに応えて

いくことが出来るよう、防災のための研修費用など

を補助対象事項に加えることを検討しています」と

答弁しました。一歩前進と評価したいと思います。


